
　平日は、役場（１階）町民課横に申請ブースを
開設しています。
　隔週土曜日（９時～12時）に下記の日程で臨時
申請所を開設しています。

　アイヌ民族に伝わる文様や伝統技法を用いた手
工芸を学ぶ担い手養成講座を開催します。
対　象　全４回の講座を受講できる方、手仕事の
　　　　担い手となる意欲のある方。
日　時　令和３年１月16日㈯、23日㈯、30日㈯、
　　　　２月６日㈯
　　　　①刺しゅうコース（初級編）９時～12時
　　　　②刺しゅうコース（上級編）13時～16時
　　　　　講師　岡田育子さん
　　　　③編み方コース　13時～16時
　　　　　講師　河岸麗子さん
会　場　いきいき４♥６　※無料
定　員　各コース20名（多数の場合は抽選）
締め切り　12月18日㈮
詳　細　経済振興課　観光振興グループ
　　　　☎８２－８２１４

日　時　12月３日㈭、10日㈭、17日㈭、24日㈭
　　　　13時30分～15時30分
　　　　１日４件相談可能（１件30分）
会　場　いきいき４♥６
　　　　※10日は社台生活館で行います。
相談料　無料　※事前の予約が必要です。
詳　細　生活環境課　交通・町民活動グループ
　　　　☎８２－２２６５

持ち物　①ウポポイ無料入場引換券（はがき）
　　　　②本人確認書類（運転免許証、保険証マ
　　　　　イナンバーカードなど）
　　　　※家族の分も申請する場合も①②と顔写
　　　　　真（縦4.5㎝、横3.5㎝以上、正面無帽）
　　　　　を持参してください。
詳　細　アイヌ総合政策課　アイヌ総合政策
　　　　グループ　☎８２－７７３９

　固定資産税は毎年１月１日（賦課期日）の現況
で課税されます。１月２日以降家屋を取り壊して
も、その年の４月１日から始まる年度の固定資産
税は、１月１日現在の所有者に１年度分（全額）
課税されます。家屋を取り壊した時は、登記家屋
の場合は法務局での滅失登記申請、未登記家屋を
取り壊した場合は税務課に家屋滅失届出書の申請
が必要です。この手続きをしなかった場合は当該
家屋の固定資産税は翌年度も課税されます。
詳　細　税務課　資産税グループ　☎８２－２６５９

町民向けウポポイ年間パスポートの申請

アイヌ手工芸担い手養成講座

札幌弁護士会・法テラスによる無料法律相談

１月２日以降の家屋取り壊しによる固定資産税
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お知らせお知らせ

くらし百科くらし百科

月　日 当番表 電話番号
11月30日～12月６日 タナカ・ライフクリエイト㈲ 87-4700
７日～ 13 日 ㈱太陽 83-6666
14 日～ 20 日 ㈱新田工業 82-2814
21 日～ 27 日 ㈱白老設備工業 82-5959
28 日～ 30 日 ㈲和光商事 82-3268
31 日 タナカ・ライフクリエイト㈲ 87-4700
１月１日 ㈱太陽 83-6666
１月２日 ㈱新田工業 82-2814

※修理は直接、当番業者へ連絡してください。

■会　場　苫小牧市交通安全センター
　　　　　　　　　　　（苫小牧警察署南隣）
【優良講習（30分講習）】

10 時 30 分
１日㈫ ２日㈬ ７日㈪ 10 日㈭
11 日㈮ 14 日㈪ 16 日㈬ 18 日㈮
22 日㈫ 23 日㈬ 25 日㈮ 28 日㈪

13 時 30 分 ４日㈮ ８日㈫ 15 日㈫ 21 日㈪

【一般講習（1時間講習）】

10 時 30 分 ３日㈭ ４日㈮ ８日㈫ ９日㈬
15 日㈫ 21 日㈪ 24 日㈭

13 時 30 分 １日㈫ 10 日㈭ 17 日㈭

【違反講習（2時間講習）】

13 時 30 分 ２日㈬ ７日㈪ 11 日㈮ 14 日㈪
18 日㈮ 22 日㈫ 23 日㈬ 25 日㈮

10 日㈭、17 日㈭の 13 時から中野自動車学校で
も受講できます。

【初回講習（２時間講習）】
13 時 30 分 ３日㈭ 16 日㈬ 24 日㈭
詳　細　苫小牧警察署　交通第一課　☎３５－０１１０
　　　　苫小牧地区交通安全協会　☎３３－１４５８

開　設　日 場　所
12月５日㈯ 竹浦コミセン
12月19日㈯ 北吉原本町生活館

令和３年１月９日㈯ 萩野生活館
１月23日㈯ 社台生活館


